
災害時要援護者 地域支え合い活動委員会 
 2021 年 10 月 定例オンライン･ミーティング 
 
日時：10 月 17 日(日) 13:30〜15:0  全員参加 
 
議題 
1． 報告事項 

① 安否確認実施要領(案) 
9/26 自治会執行役員会報告：江尻、 
10/2  自治会部⻑会報告:前田忠 
班⻑会報告:11 月は文書配布のため、12/4 の班⻑会議で説明となる。 
「安否確認時、自宅周辺にいない場合、その胸委員に連絡すること｣を追加。 
 

② 火災警報器設置 防火防災部として、啓発チラシを 10 月度班⻑回覧に。 
消防から⺠⽣委宛てに提供された当啓発チラシを全員に提供。⺠⽣委では 1 世帯反応あり。 
消防で⻩疸、取り付けの支援を実施。各ブロックで要援護者宅に個別配布。 
 

③ 横浜市防災計画（風水害等対策編）の修正案に市⺠意⾒募集（10/22 迄） 
 5/20 施行の災害対策基本法改正に伴い、「避難行動要援護者」の個別避難計画作成を市町村
の努力義務化に。 
a.災害に強い人･地域作り、b.分かり易い避難行動の伝達（勧告等⇒避難指示） 

 
④ LINE グループ 9 月末に全員登録完了。 

10/7 発⽣の千葉県北⻄部地震時、LINE での情報共有された。 
 気象庁 Japan Meteorological Agency (jma.go.jp)  「地震･火山」をクリック、最上段の「あ
なたの街の防災情報」欄に神奈川県、横浜市に。地震情報（一覧表）に表示されます。 
当該地震の発⽣日時欄をクリック⇒横浜市中心の地図に。各観測地点の震度が表示される。 
※全員 NHK ニュースに注目のこと。 
 

⑤  要援護者・担当班⻑一覧表 
 ブロック担当委員は担当範囲の要援護者分の保持 ⇒ 全要援護者を、との意⾒から、 
全委員に、全要援護者に送付。取扱いは厳重注意をお願い。 
 要援護者調査表も担当ブロック内の委員に配布することに。 
 

2． 今後の計画 
① 安否確認訓練  

1 末までに実施。11 月班⻑会予告･資料回覧に。要援護者には⼾別配布 
訓練実施資料（林）は次回定例会で検討。 



 
② ｢地域支え合いハンドブック｣改定版  災害対策基本法改正案が横浜市計画に反映されるまで

は 確定判は保留。 
 

③ ｢災害時要援護者｣更新 
    コロナ禍の影響で、区役所からの新規名簿は年末？になるとのこと。 
    新規名簿に対応し｢要援護者登録カード｣の改定版を作ることにしていたが、来月提出（江尻） 
 

④ 情報交換 
10/30 防火防災部消防訓練に参加を。同部ガス発電機購入 
家庭防災員訓練に前田敏、市川の両名受講。 

 
3． 次回日程 11 月 21 日（日）13:30〜 
 

 


